
議案第２号 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する

条例の制定について 

  

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月１３日 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  二 場 公 人 

 

理由 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）に基づ

く会計年度任用職員制度及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平

成１４年法律第４８号）に基づく任期付職員制度の導入に伴い、職員の分限に関する手続

及び効果に関し必要な事項を定めるもの。これが、この条例案を提出する理由である。 

 



 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及

び効果に関する条例  

（趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下

「法」という。）第２７条第２項並びに第２８条第３項及び第４項の

規定に基づき、福岡県後期高齢者医療広域連合職員（以下「職員」と

いう。）の意に反する降任、免職、休職、降給等に関する手続及び効

果に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （休職の事由）  

第２条  任命権者は、職員が、水難、火災その他の災害により生死不明

又は所在不明となった場合には、これを休職することができる。  

 （降給の種類）  

第３条  降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該職員の職務の級

を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。

）及び降号（職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の

下位の号給に変更することをいう。以下同じ。）とする。  

 （降格の事由）  

第４条  任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれ

かに該当する場合において必要があると認めるときは、当該職員を降

格するものとする。  

(1) 職員の勤務実績が良くないと認められる場合において、指導そ

の他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績

が良くない状態が改善されないときであって、当該職員がその職

務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認め

られるとき。  

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え

ないことが明らかな場合  

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することにつ

いての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該

適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定

める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお

改善されないとき（前２号に掲げる場合を除く。）。  

（降号の事由）  

第５条  任命権者は、職員の勤務実績が良くないと認められる場合であ

り、かつ、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、

なお勤務実績が良くない状態が改善されない場合であって、当該職員



 

 

がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると

認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降

号するものとする。  

 （降任、免職、休職及び降給の手続）  

第６条  任命権者は、次に掲げる場合においては、職員の勤務実績又は

その職に必要な適格性を判断するに足りると認められる客観的資料を

整えておかなければならない。  

(1) 法第２８条第１項第１号又は第３号の規定に該当するものとし

て職員を降任し、又は免職する場合  

(2) 第４条第１号又は第３号の規定に該当するものとして職員を降

格する場合  

(3) 前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合  

２  任命権者は、次に掲げる場合においては、医師２人を指定してあら

かじめ診断を行わせなければならない。  

(1) 法第２８条第１項第２号の規定に該当するものとして職員を降

任し、又は免職する場合  

(2) 法第２８条第２項第１号の規定に該当するものとして職員を休

職する場合  

(3) 第４条第２号の規定に該当するものとして職員を降格する場合  

３  職員の降任、免職、休職又は降給の処分は、辞令を当該職員に交付

して行わなければならない。  

４  前項の規定による辞令の交付は、これを受けるべき者の所在を知る

ことができない場合においては、辞令の内容を広域連合の事務所内に

掲示することをもってこれに代えることができるものとし、その掲示

された日から２週間を経過した日に辞令の交付があったものとみな

す。  

 （休職の効果）  

第７条  法第２８条第２項第１号の規定に該当する場合における休職の

期間は休養を要する程度に応じ、第２条の規定に該当する場合におけ

る休職の期間は必要に応じ、いずれも３年を超えない範囲内において、

それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。  

２  任命権者は、前項の規定により定めた休職の期間が３年に満たない

場合には、その休職した日から引き続き３年を超えない範囲内におい

て、これを更新することができる。  

３  法第２８条第２項第２号の規定に該当する場合における休職の期間

は、刑事事件が裁判所に係属する間とする。  



 

 

４  法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項

の規定の適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるの

は「法第２２条の２第１項及び第２項の規定に基づき任命権者が定め

る任期の範囲内」とする。  

第８条  休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。  

２  休職者の給与については、別に定めるところによる。  

 （復職）  

第９条  任命権者は、休職の期間中であっても、その事由が消滅したと

認められる場合においては、速やかに復職させなければならない。  

 （受診命令に従う義務）  

第１０条  職員は、第６条第２項に規定する診断を受けるよう命ぜられ

た場合においては、これに従わなければならない。  

 （失職の例外）  

第１１条  任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予

された職員のうち、その刑に係る罪を公務遂行中の過失又は通勤途上

の交通事故により犯した者については、情状により特に必要と認める

ときは、その職を失わないものとすることができる。  

２  前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執

行猶予を取り消されときは、その取り消された日にその職を失うもの

とする。  

 （特例）  

第１２条  第２条から前条までの規定にかかわらず、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第２５２条の

１７の規定に基づき広域連合に派遣された職員（以下この条において

「派遣職員」という。）の分限については、広域連合と派遣職員を派

遣した地方公共団体（以下この条において「派遣元団体」という。）

との間の協定に基づき、派遣元団体の関係規定の例による。  

 （規則への委任）  

第１３条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附  則  

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。  


